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子ども・子育て支援法第77条第１項に基づき、次のような事項について、ご意見をいただ

くことを想定しています。 

 

・教育・保育施設の利用定員の設定について 

・地域型保育事業の利用定員の設定について 

・子ども・子育て支援事業計画について 

・子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進について 

 

※子ども・子育て会議は、唐津市が策定する「子ども・子育て支援事業計画」の検討過程に

おいて、住民及び関係者等のご意見を聴取するための組織・しくみです。 

※子ども・子育て会議における委員の皆様のご意見等を踏まえながら、唐津市は令和６年度

中に「第３期唐津市子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 

 

 

 

■目 的 

  子ども・子育て会議は、施設や事業の垣根を越えて地域の子育てニーズを一連の 

 政策プロセスに反映させる上で重要な役割を果たすものです。 

  各分野からの様々な観点を持った方々の参画を得て、地域における子ども・子育て

支援について審議いただくことを目的としています。 

 

■組 織 

   委員は、保護者、子ども・子育てに関する事業に従事する者、子ども・子育て支 

  援に関し学識経験のある者等により、15人以内で構成します。 

 

■委員任期 

   委員の任期は２年です。 

 

唐津市子ども・子育て会議 

唐津市子ども・子育て会議について 


